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■事業報告 

1.主要な事業内容 

① 測定工具、測定機器、試験機、切削工具、電動空気動工具、作業工具の販売 

② 工作機械、工作機械補用機器、空圧油圧機器、伝導装置用機器、荷役運搬機械の

販売 

③ 産業用・家庭用電気機械器具、事務用・通信用機器、設計製図用機器の販売 

2.主要な事業所及び店舗 

  1.当社 

① 本   社 （大阪市） 

② 物   流   東部物流ｾﾝﾀｰ  中部物流ｾﾝﾀｰ  西部物流ｾﾝﾀｰ   

③ 営 業 所 

［西部営業部］ 

日測営業所  広島営業所  四国営業所  九州営業所  貿 易 部 

名古屋営業所 岡崎営業所  北陸営業所 

［東部営業部］ 

大森営業所  埼玉営業所  両毛営業所  厚木営業所  東北営業所 

新潟営業所  浜松営業所  長野営業所 

［第一直需西営業部］ 

日之出営業所 十三営業所  平野営業所  淡路営業所  倉敷営業所 

  姫路営業所 

［第一直需東営業部］ 

枚方営業所  栗東営業所  奈良営業所  上野営業所  八日市営業所 

京都営業所  松阪営業所 

［第二直需営業部］ 

堀田営業所  小牧営業所  美濃加茂営業所 大垣営業所 稲沢営業所 

大府営業所  尾張旭営業所 伊那営業所 

［第三直需営業部］ 

川崎営業所  土浦営業所  鹿嶋営業所  宇都宮営業所 御殿場営業所 

千葉営業所    相模原営業所 小山営業所  仙台営業所  市川営業所 

2.株式会社スギモト 

① 本社 （尼崎市） 

② 営業所 
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[営業１部] 

   尼崎営業所  東大阪営業所  岸和田営業所  京都営業所 

   滋賀営業所  彦根営業所   大垣営業所   鈴鹿営業所 

[営業２部] 

   西宮営業所  淡路営業所   三田営業所   小野営業所   

   明石営業所  姫路営業所   広島営業所    

3.従業員の状況 

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

    521     1 名減     38.9 歳     13.2 年 

（注）従業員数には、雇員 2名、嘱託 27 名を含めております。 

4.主要な借入先及び借入額 

   該当事項はありません。 

5.企業集団の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

6.会社の新株予約権等に関する事項 

 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 

該当事項はありません。 

(2)当社の使用人、子会社の役員及び使用人に対し事業年度中に交付した新株予約権等の

状況 

該当事項はありません。 

 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 
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7. 社外役員に関する事項 

  ① 重要な兼職先である他の法人と当社の関係 

    伴法律事務所、梅野外次税理士事務所と当社との間には特別な関係はありません。  

 ② 当事業年度における主な活動状況 

（ア）取締役会への出席状況および発言状況 

 出席状況及び発言状況 

 取締役 宮 地 亀 三 当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席いたしまし

た。経営全般について大所高所から意見を述べるなど、取締役会の意

思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりま

す。 

 監査役 川 端 一 弥 当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち 17 回、監査役会 12 回

のうち 12 回に出席いたしました。常勤監査役として、取締役会の意

思決定の妥当性・適正性を確保するための監査を行うと共に発言を行

っております。また、監査役会において、当社の内部監査について適

宜、必要な発言を行っております。 

 監査役 伴   純之介 当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち 12 回、監査役会 12 回

のうち 12 回に出席いたしました。弁護士として専門的見地から、取

締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお

ります。また、監査役会において、当社のコンプライアンス並びに内

部監査について適宜、必要な発言を行っております。 

 監査役 梅 野 外 次 当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち 12 回、監査役会 12 回

のうち 12 回に出席いたしました。税理士として専門的見地から、取

締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお

ります。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監

査について適宜、必要な発言を行っております。 

（イ） 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要 

業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うこと、また

経営全般に的確な助言をいただくことを期待しております。当期におきまし

ては、取締役会の意思決定に関して、妥当性・適正性を確認し、助言・提言を

行っていただき、経営全般について大所高所から意見をいただきました。ま

た専門的知見から発言をいただき当社のコンプライアンスに寄与していただ

いきました。 
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8．会計監査人の状況 

(1) 会計監査人の名称                 有限責任監査法人トーマツ 

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

  ① 会計監査人としての報酬等の額                 27,300 千円  

  ② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭 

その他の財産上の利益の合計額                  27,300 千円  

  （注）１．当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関

する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及

び報酬見積もりの算出根拠等を確認、検証した結果、会計監査人の報酬等

について、会社法第 399 条の同意を行っております。 

     ２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的

にも区分できないことから、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

にはこれらの合計額を記載しております。 

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

    監査役会は、会計監査人の適格性、信頼性、独立性を害する事由等の発生により、

適正な職務の執行及び監査品質の保持に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出しま

す。 

また、監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきま

して、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 

 (4) 責任限定契約の内容の概要 

    当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第 427 条第１項の定めに

基づき同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき悪意又は重大な

過失があった場合を除き、会社法第 425 条第１項に定める最低責任限度額を限度と

して損害賠償責任を負担するものとなっております。 
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9.会社の体制及び方針 

１.業務の適正を確保するための体制 

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」に

ついて、2006年５月９日開催の取締役会において決議し、2015年３月20日開催の取締役

会で一部改訂いたしました。その概要は以下のとおりであります。 

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役の職務に係る情報については、「稟議規程」「文書管理規程」の手順に基づ

き、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存・管理する

こととし、保存期間は「文書管理規程」によるものとします。 

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため社長は、管理本部

長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、各部門担当取締役と共に、リスクを体

系的に管理するため、既存の業務に関する規程・内部者取引管理規程などに加え必要

なリスク管理規程を制定する。また、グループ各社の相互の連携のもと、当社グルー

プ全体のリスク管理を行う。 

   不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し危

機管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。 

  監査役及び内部監査室はグループ各社及び各部門のリスク管理状況を監査し、その

結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の

把握と改善に努める。 

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

   取締役の職務の執行については、「組織規程」・「業務分掌規程」・「職務権限規

程」において定められた、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きを遵守し、効

率的に職務の執行を行う。また、「関係会社管理規程」に基づき当社グループ全体の

協力の推進及び業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行う。  

④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制 

   全社を横断するコンプライアンス室を設置し、「コンプライアンス基本規程」に基

づきグループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意

思決定を行う事項については、事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討する

ことにより役職員の職務の適合性を確保する体制とします。 

監査役及び内部監査室は、グループ各社及び各部門の業務活動の妥当性や法律・法

令の遵守状況などについて監査を実施し、適切な連携関係を維持しながら、業務の改

善に向けた助言・勧告を行う。 

⑤ 次に掲げる体制その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確

保するための体制 

イ、当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体

制。 

ロ、当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。 
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ハ、当社の子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを確保するた

めの体制。 

ニ、当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行は法令及び定款に適合するため

の体制。 

当社は、取締役会において、出席する子会社取締役により、その子会社の業績、財

務状況その他重要な事項について報告を受ける。また「関係会社管理規程」に基づき

当社管理本部長は、その子会社の業務等について事前協議を実施し、報告を受ける。 

   また、上記のロ、ハ、ニについては、前記の②、③、④のとおりグループ一体とな

った体制を構築し運用する。 

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

当社は、必要に応じ監査役が求めた場合には監査役の業務補助のための監査役スタ

ッフを置くこととし、そのスタッフは、もっぱら監査役の指揮命令に従わねばならな

い。 

⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査

役への報告に関する体制、報告したことを理由に不利な扱いを受けないことを確保す

るための体制、その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体

制 

  当社及び子会社の取締役及び使用人は当社及び子会社の実務または業績に影響を与

えるあるいは与えるおそれのある重要な事項について監査役に速やかに報告するもの

とする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役

及び使用人に対して業務の執行に関する報告を求めることができる。 

   当社は、当社及び子会社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用

人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を行うことを禁止し、その旨

を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。 

   当社は、監査役がその職務の執行について独自の外部専門家（弁護士、会計士等）

を活用するための費用の支出を求めた場合、当社は当該監査役の職務に必要でないと

認められた場合を除き、その費用を負担する。 

⑧ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 

財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告にかかる内部統制が有効に行

われる体制の構築・維持・向上を図る。 

   監査役及び内部監査室は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証

し、必要に応じて、その改善策を取締役会に報告する。 

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制 

 反社会的勢力との関係の遮断を企業防衛の観点より、必要不可欠であると考え、市

民生活の秩序に脅威を与える団体や個人による不当な要求に応じたりすることのない

ように取り組みの強化を図る。 

   社内規則で「企業行動憲章」を制定し従業員個人及び会社として反社会的勢力との

関係遮断について明文化し社員教育を行うとともに、必要に応じて外部の専門家にも

意見を求めることができる体制を整える。 
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

   当社は、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保

するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状

況の概要は以下のとおりであります。 

①  取締役の職務執行の適正性及び効率性に関する取組 

  取締役会は取締役５名（うち社外取締役１名）で構成され、監査役３名（全員社外監

査役）出席のもと、客観的、合理的判断を確保しつつ法令または定款に規定する事項

の審議、報告を行っています。当事業年度においては、取締役会を１７回開催し、事

前に十分な資料を配布し、監査役にも積極的に意見を求めるなど、充実した審議が効

率的になされるように運営を行いました。 

② コンプライアンスに対する取組  

 当社は、当社及びグループ各社の使用人に対し、コンプライアンス意識の向上と不

正行為等の防止を図るため、コンプライアンス研修を実施し、法令及び定款を遵守す

るための取組を行っております。 

 また、当社は、内部通報に関する規程により、相談・通報体制を設けておりコンプ

ライアンスの実効性向上に努めております。 

③ 内部監査体制 

 内部監査室は、内部監査計画、実施監査基本計画に基づき、当社グループの内部監

査を実施いたしました。また、監査役、内部監査室及び会計監査人は情報交換、意見

交換を行い連携を図り、監査機能の向上に努めました。 

④ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 

 関係会社㈱スギモトの基幹システム及び財務システムは当社と同一システムを使用

しております。そのため、財務報告の信頼性と適正性が図られると同時に経営に対す

る情報提供等が迅速に作成・共有できる体制となっております。 

 内部監査室は財務諸表の信頼性と適正性を確保するため、業務プロセス及びＩＴ全

般統制・ＩＴ業務処理を監査し、監査役及び会計監査人と情報交換、意見交換を行い

連携を図っております。 

10．株式会社の支配に関する基本方針 

 当社は現時点では、当該「基本方針」および「買収防衛策」につきましては、特に

定めておりません。 

 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない

ものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動

向も見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。
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■連結計算書類
連結株主資本等変動計算書                                             (単位：千円) 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 

(2020 年４月１日現在) 
2,597,406 2,529,295 26,719,840 △ 1,401,204 30,445,338

当期変動額   

 剰余金の配当   △ 739,001   △ 739,001

親会社株主に帰属する  

当期純利益 
1,721,885   1,721,885

 自己株式の取得   △ 719,742 △ 719,742

株主資本以外の項目の   

当期変動額 

当期変動額合計        ― ― 982,884 △ 719,742 263,142

当期末残高 

(2021 年 3月 31 日残高) 
2,597,406 2,529,295 27,702,725 △ 2,120,946 30,708,481

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他有価証 

券評価差額金 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 

(2020 年４月１日現在) 
641,340 6,484 647,824 31,093,163

当期変動額     

 剰余金の配当     △ 739,001

親会社株主に帰属する   

当期純利益 
1,721,885

 自己株式の取得     △ 719,742

株主資本以外の項目の   

当期変動額 
500,334 73,531 573,866 573,866

当期変動額合計 500,334 73,531 573,866 837,008

当期末残高 

(2021 年 3月 31 日残高) 
1,141,675  80,015 1,221,690 31,930,172
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

１．連結の範囲に関する事項  
   (1)連結子会社の数及び名称     
      連結子会社の数           １社  
      連結子会社の名称         株式会社スギモト 

   (2)非連結子会社の数、名称及び連結範囲から除いた理由  
      非連結子会社の数         １社  
      非連結子会社の名称      五十鈴ゴム株式会社 

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に及
ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいため、連結の範囲に
含めておりません。 

２．持分法の適用に関する事項 
非連結子会社１社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金(持分に見

合う額）等が、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と
しても重要性が乏しいため、持分法適用の範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項  
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。  

４．会計方針に関する事項  
  (1)有価証券の評価基準及び評価方法  
   ①その他有価証券で時価のあるもの  連結会計年度末日の市場価格等 
                     に基づく時価法 
                                          なお、評価差額は全部純資産直 
                                          入法を採用し、売却原価は移動 
                     平均法により算定しております。 
   ②その他有価証券で時価のないもの   移動平均法による原価法  

  (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法   移動平均法による原価法（収益性 
                                          の低下による簿価切下げの方法） 
                                       によっております。  

  (3)固定資産の減価償却の方法  
   ①有形固定資産  
     建物     主として旧定率法  
     建物以外  a.2007年３月31日以前に取得したもの 
                旧定率法 
            b.2007年４月１日以降2012年３月31日までに 
            取得したもの 
                定率法（250％定率法）  
                     c.2012年４月１日以降に取得したもの  
                               定率法（200％定率法） 

          主な耐用年数    建物15年～50年 構築物10年～40年  
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                   車両運搬具4年～6年 工具器具備品3年～6年  
    ②無形固定資産       定額法 

のれん          10年  
                            ソフトウェア（自社利用分）５年  

       ③長期前払費用       定額法  

   (4)重要な引当金の計上基準 
貸倒引当金として、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。  

   (5)退職給付に係る会計処理の方法  
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上しております。 
      ①退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 
連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。  

     ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  
数理計算上の差異及び過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定率法により、発生連結会計年度
から費用処理しております。 

   (6)ヘッジ会計の方法 
      ①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満た
している為替予約については、振当処理によっております。 

      ②ヘッジ手段とヘッジ対象  
          ヘッジ手段  為替予約  
          ヘッジ対象  外貨建金銭債権債務等 
      ③ヘッジ方針  

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行って
おり、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 

      ④ヘッジ有効性評価の方法 
為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、米ドル建てによる同一金額

で同一期日の為替予約を外貨建金銭債権債務等それぞれに振り当てており、そ
の後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているため、決算日に
おける有効性の評価を省略しております。  

  (7)その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項  
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。  

表示方法の変更に関する注記 

  該当事項はありません。 
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連結貸借対照表に関する注記 
１．有形固定資産の減価償却累計額             4,628,808 千円 

２．担保に供している資産 
    固定資産         投資有価証券              154,344 千円 

      担保に係る債務   買  掛  金              33,900 千円 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び株式数  
             普通株式               11,399,237 株 

２．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数 
             普通株式               1,143,872 株 
(変動事由） 
  単元未満株式の買取による増加                 95 株 

2020年10月8日～2021年3月26日における自社株買いによる取得 301,700 株 

３．剰余金の配当に関する事項 
(1)配当金の支払額 
  決議                 2020年６月19日            2020年10月27日 
                       定時株主総会                 取締役会 
  株式の種類              普通株式                  普通株式 
  配当金の総額           422,286千円              316,714千円 
  １株当たり配当額               40円                      30円 
  基準日               2020年３月31日            2020年９月30日 
  効力発生日           2020年６月22日            2020年11月30日 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年 
度となるもの 

   2021年６月18日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事 
項を次のとおり予定しております。 
  決議予定             2021年６月18日 
                       定時株主総会 
  株式の種類            普通株式 
   配当金の原資     利益剰余金 
  配当金の総額           615,321 千円 
  １株当たり配当額               60円(内、創業100周年記念配当30円) 
  基準日               2021年３月31日 
  効力発生日           2021年６月21日 

４．当連結会計年度末における新株予約権に関する事項 
  該当事項はありません。 



12 

金融商品に関する注記 
 １.金融商品の状況に関する事項 
 (1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、投機的な取引は
行わない方針であります。デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外には行わないものと
しております。 

 (2) 金融商品の内容及びそのリスク  
営業債権である受取手形及び売掛金・電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され

ております。投資有価証券は主として取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに
晒されております。  

   営業債務である買掛金はほとんどが翌月現金にて支払っております。  
 (3) 金融商品に係るリスク管理体制  

販売規程・稟議規程に従い、営業債権について各営業担当部門及び経理部が定期的
にモニタリングを行い、顧客毎に残高を把握し管理を行っており、財政状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握に努めリスクの軽減を図っております。 
投資有価証券については、定期的に時価や発行先の財務状況の把握に努めておりま

す。 
 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り
込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること
もあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 
   2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ 
    いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め 
    られるものは、次の表には含めておりません。  

（単位：千円） 
連結貸借対照表

計上額 時価 差額 

1.現金及び預金 9,395,216 9,395,216 ―

2.受取手形及び売掛金 10,057,142 10,057,142 ―

3.電子記録債権 3,979,616 3,979,616 ―

4.投資有価証券 

  その他有価証券 2,792,078 2,792,078 ―

5.差入保証金 213,133 204,922 △8,211

資産合計 26,437,189 26,428,977 △8,211

1.買掛金 3,651,078 3,651,078 ―

2.未払金 335,321 335,321 ―

3.未払法人税等 356,873 356,873 ―

4.未払消費税等 186,267 186,267 ―

5.長期未払金 259,810 258,736 △1,073

6.長期預り保証金 157,168 152,041 △5,126

負債合計 4,946,519 4,940,318 △6,200

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項  
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資  産  
1.現金及び預金、2.受取手形及び売掛金 、3.電子記録債権 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価
格によっております。 

4.投資有価証券  
時価につきましては、株式は取引所の価格によっております。  

5.差入保証金 
ゴルフ会員権につきましては、期末会員権相場によっております。代理店契約に基づ

く差入保証金につきましては合理的とみられる金利で割り引いて算出しております。  

負  債 
1.買掛金、2.未払金、3.未払法人税等、4.未払消費税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。 

5.長期未払金、6.長期預り保証金 
個別の案件毎に合理的とみられる金利で割り引いて算定しております。 

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額 47,539千円）及び関係会社株式（連結貸借
対照表計上額 399,000千円）は、市場価格がなく、将来キャッシュ・フローを見積
もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「4.投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

（注３）満期のある金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
                                        (単位：千円) 

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超 

現金及び預金 9,395,216 ― ― ―

受取手形及び売掛金 10,057,142 ― ― ―

電子記録債権 3,979,616 ― ― ―

合計 23,431,976 ― ― ―

賃貸等不動産に関する注記 
重要性がないと認められるため記載を省略しております。 

１株当たり情報に関する注記 
１．１株当たり純資産額                   3,113円51銭 
２．１株当たり当期純利益                   164円32銭 

重要な後発事象に関する注記 
 該当事項はありません。 

追加情報 

１. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の会計上の見積りに与える影響 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後相当期間続くも

のと想定しますが、当社の業績等には顧客の設備投資や生産活動の状況を通じて影

響はあるものの、その影響は限定的であるとの仮定を置いており、こうした仮定の

もと会計上の見積りを行っております。 
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    なお、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルスの感染拡大の状況やその経

済への影響が当初の想定より変化した場合には、重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 ２.会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用 

   「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)

を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用していますが、重要な会計上

の見積りがないため、注記を省略しております。  
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■計算書類 
株主資本等変動計算書                         

(単位：千円)

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金

その他 

資本剰余金

資本剰余金

合計 

利益準備金

その他利益剰余金 

利益剰余金

合計 固定資産 

別途積立金 

繰越利益 

圧縮積立金 剰余金 

当期首残高 

(2020 年 4月 1 日現在) 

2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979 153,689 20,550,000 4,075,268 25,039,938

事業年度中の変動額                   

固定資産圧縮積立金

の取崩 

          △ 389   389 ─

別途積立金の積立             ─

剰余金の配当               △ 739,001 △ 739,001

当期純利益               1,285,240 1,285,240

自己株式の取得                   

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

事業年度中の変動額合計 ─ ─ ─ ─ ─ △ 389 546,628 546,628

当期末残高 

(2021 年 3月 31 日現在)

2,597,406 2,513,808 15,486 2,529,295 260,979  153,300 20,550,000 4,621,897 25,586,177
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(単位：千円)

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 

自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

当期首残高 

(2020 年 4月 1 日現在) 

△ 1,401,204 28,765,436 551,048 551,048 29,316,484

事業年度中の変動額           

固定資産圧縮積立金

の取崩 

  ─ ─

別途積立金の積立   ─ ─

剰余金の配当   △ 739,001 △ 739,001

当期純利益   1,285,240 1,285,240

自己株式の取得 △ 719,742 △ 719,742 △ 719,742

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

    390,248  390,248 390,248

事業年度中の変動額合計 △ 719,742 △ 173,502 390,248  390,248 216,746

当期末残高 

(2021 年 3月 31 日現在)

△ 2,120,946 28,591,933 941,297 941,297 29,533,230

個別注記表 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 
(1) その他有価証券で時価のあるもの   事業年度末日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部純資産直入法を採用
し、売却原価は移動平均法により算定して
おります。 

(2) その他有価証券で時価のないもの   移動平均法による原価法 

(3) 子会社株式及び関連会社株式     移動平均法による原価法     

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法   移動平均法による原価法（収益性の低下によ 
る簿価の切下げの方法）によっておりま３．
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３．固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産  

    建物        主として旧定率法  
    建物以外     a.2007年３月31日以前に取得したもの 
                旧定率法 

            b.2007年４月１日以降2012年３月31日までに 
            取得したもの 
                定率法（250％定率法）  
                     c.2012年４月１日以降に取得したもの  
                               定率法（200％定率法）  
    主な耐用年数       建物15年～50年 構築物10年～40年  
                   車両運搬具4年～6年 工具器具備品3年～6年  

(2)無形固定資産       定額法  
のれん          10年 

                      ソフトウェア（自社利用分）５年  

(3)長期前払費用       定額法  

４．引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、計上しております。 
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に

帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定率法により、発生事業年度から費用処理しております。 
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定率法により、発生事業年度から費用処理してお
ります。 

５．ヘッジ会計の方法 
(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 
 なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっ
ております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段    為替予約 
ヘッジ対象    外貨建金銭債権債務等 

(3) ヘッジ方針 
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、米ドル建てによる同一金額

で同一期日の為替予約を外貨建金銭債権債務等それぞれに振り当てており、そ
の後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているため、決算日に
おける有効性の評価を省略しております。 
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６．消費税等の処理方法 
税抜方式により処理しております。 

表示方法の変更に関する注記 

  該当事項はありません。 

貸借対照表に関する注記 

１．有形固定資産の減価償却累計額               4,091,940千円 

２．関係会社に対する金銭債権債務 
短期金銭債権                    83,503千円  
短期金銭債務                    8,034千円 

損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 
営業取引による取引高                
売  上  高                  718,638千円     
仕  入  高                   17,484千円 
営業取引以外の取引高                  360千円 

株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 
      普通株式                     1,143,872株 

（変動事由） 
単元未満株式の買取による増加                    95株 
2020年10月８日～2021年３月26日における自社株買いによる取得  301,700株 
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税効果会計に関する注記 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳 

繰延税金資産 
未 払 賞 与 107,030千円
未 払 事 業 税 23,026 
未 払 社 会 保 険 料 17,605 
未 払 役 員 退 職 慰 労  金 46,714 

   退  職  給  付  引  当  金 46,996 
差 入 保 証 金 29,554 
建 物 等 減 価 償 却 超 過 額 164,180 
投 資 有 価 証 券 評 価 損 29,618 
の れ ん 160,710 
そ の 他 490 

繰 延 税 金 資 産 小 計 625,927千円
評 価 性 引 当 額  △106,175 

繰 延 税 金 資 産 合 計 519,751千円 

繰延税金負債  

前   払   年   金   費   用  △109,405千円

その他有価証券評価差額金 △410,965 

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 △67,530 

繰 延 税 金 負 債 合 計 △587,900千円

繰延税金負債の純額 △68,148千円 

関連当事者との取引に関する注記 
 該当事項はありません。 

１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たりの純資産額 2,879円78銭 
２．１株当たりの当期純利益 122円65銭 

重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。  

追加情報 

 １. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の会計上の見積りに与える影響 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後相当期間続くも

のと想定しますが、当社の業績等には顧客の設備投資や生産活動の状況を通じて影

響はあるものの、その影響は限定的であるとの仮定を置いており、こうした仮定の

もと会計上の見積りを行っております。 

    なお、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルスの感染拡大の状況やその経

済への影響が当初の想定より変化した場合には、重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 ２.会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を
当事業年度の年度末に係る計算書類から適用していますが、重要な会計上の見積り
がないため、注記を省略しております。 
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